
農福連携推進への
矯正施設の取組

法務省矯正局
更生支援管理官
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本日の御説明の内容

・法務省矯正局・矯正施設について

・農福連携の広がりと課題

・矯正施設の農業の取組

・おわりに
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法務省矯正局とは
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婦人補導院

民事局

少年刑務所

少年院

少年鑑別所

刑務所

矯正管区

大臣官房

刑事局

矯正局

保護局

人権擁護局

訟務局

法務大臣

全国の刑務所や少年院を
所管しています。

拘置所



刑 務 所等

非行少年を収容し，矯正教育を行う施設

家庭裁判所の決定等で少年を収容し，非行や犯罪に影響
を及ぼした要因等を調査し，処遇の指針を示す施設

主に受刑者を収容し，処遇を行う施設

全国に ４４庁（分院を含む，令和５年４月）

収容人員 1,350人 （令和４年末）

全国に ７４施設
（少年刑務所，拘置所を含む，令和５年４月）

収容人員 41,541人 （令和４年末）

刑務所等や少年院・少年鑑別所のことを“矯正施設”と言います

全国に ５２庁（分所を含む，令和５年４月）

収容人員 347人 （令和４年末）

※法務少年支援センターとして，地域の方々からの相談にも対応

少年鑑別所

少 年 院
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犯罪や非行をした人は
刑事司法手続において処分・処遇を受けます
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初入者

再入者

56.6％

8,180人

6,280人

検挙者数の減少に伴い受刑者の数も減少傾向
刑務所への再入者の割合は約６割を占めます

（年） 6
(令和４年矯正統計年報から）

入所受刑者人員中の再入者人員・再入者率の推移

再入者率



新入受刑者数（令和４年） 14,460人

刑務所に入所した人の罪名別の内訳

(令和４年矯正統計年報）
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入所から出所までの流れ（刑事施設）
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入所受刑者の就労状況

(令和４年版犯罪白書）
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就業能力・知的能力に制約のある受刑者等

42.3％
6,０13人

入所受刑者の
約４割が作業能力に制約

※ CAPAS検査による能力検査値が79以下の者

（令和４年矯正統計年報）
※テスト不能の者を除く

36.7％
488人

少年院に在院している少年の
1/4以上がIQ79以下

※ 知能検査の結果

（令和４年矯正統計年報）
※不詳の者を除く

【矯正局特別調査結果】
受刑者39,388人(R2.9.30時点)のうち，知的障害を有する者及び同疑いのある者が
1,345人（全受刑者の約3％）おり，このうち療育手帳を取得している者は414人 10



障害があるなど福祉的な支援を必要とする

受刑者・少年の立ち直りに向けた支援は，

再犯防止を進める上での大きな課題のひとつ
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本日の御説明の内容

・法務省矯正局・矯正施設について

▶農福連携の広がりと課題

・矯正施設の農業の取組

・おわりに
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農福連携の広がり
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「障害者雇用における農福連携の取組等を参考に、
（略）ソーシャルビジネスとの連携を推進」

●再犯防止推進計画（平成29年12月閣議決定）

➤農業分野における障害者の活躍促進にとどまらず、犯
罪・非行をした者の立ち直り支援等へ対象を拡大

➤ 刑事司法関係機関と農業・福祉関係者との関係作り
や矯正施設における対象者の的確な把握、就農に関す
る情報提供、動機付け等を推進

●農福連携等推進ビジョン
（令和元年６月農福連携等推進会議決定）



矯正施設における農福連携推進の現状
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●農福連携事業所に就労
事例のあった矯正施設

●農福連携事業所に就労
した人員

刑務所

 13 庁

少年院

 5 庁

平成３０年度から令和４年度

（特別研究による）

刑務所

 37 人

少年院

 6 人



矯正施設における農福連携推進の課題
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犯罪・非行をした者の受入れに向けて、
矯正施設と農福連携関係団体間の

ギャップを解消していく必要

●矯正施設における課題

●農福連携関係団体で出所者等を受け入れる際の課題

農福連携をはじめ、福祉的就労に関する理解・ノウハウ
が不足

犯罪・非行をした者の受入れに対する不安



矯正施設における農福連携の取組
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×
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農福連携意見交換会の実施 就農指導の実施

・刑事施設に農福連携に携わる方を招へい
 ・受刑者等への直接指導により就農意欲を喚起

令和３年度

１５庁

令和４年度

６６庁

・ 刑事施設に農福連携関係団体を招へい
・ 施設見学・意見交換等により相互理解促進

矯正施設における農福連携関係
団体からの食材調達促進

取組①（～令和４年度）

農福連携技術支援者育成研修の受講

被収容者向け視聴覚教材の整備

ソーシャル・ファーム就労体験等

・ソーシャル・ファームにおける就労体験やケース検討会を開催
・ソーシャル・ファーム等関係者と少年院の相互理解促進

令和２年度

５庁
令和３年度～

１０庁

令和４年度

１５庁

取組②（令和５年度～）

令和５年度～

１０庁
令和４年度調達実績

１８庁３１件

・農福連携関係団体において生産された食材等  
の調達を促進（令和４年度～）

・農林水産省・地方公共団体と連携し、
農福連携に係る知識・ノウハウを有する矯正職員を育成

・農福連携対象者の掘り起こしと、対象者を
支援につなげるために、農福連携や
ソーシャル・ファームについて情報を提供
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矯正施設と農福連携関係団体

双方にメリットのある、持続可能な関係の構築へ



ところで

矯正施設では農業に関する取組を

以前から実施
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本日の御説明の内容

・法務省矯正局・矯正施設について
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▶矯正施設の農業の取組

・おわりに
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矯正施設では農業に関連する
作業や職業指導を実施

刑事施設で
287名が従事

少年院で
延べ193名が従事

（令和４年）（令和５年３月末日現在）
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全国６９の矯正施設（刑務所・少年院）で
農業に関する作業や職業指導を実施

□ 農作業を実施している刑事施設
■ 農作業を実施している少年施設

25庁
44庁

赤字  構外で農作業・訓練を実施 23庁

□ 市原刑務所
□ 東日本成人矯正医療

 センター
□ 喜連川社会復帰促進

 センター
□ 横浜刑務所

（横須賀刑務支所）
□ 川越少年刑務所

■ 茨城農芸学院
■ 水府学院
■ 喜連川少年院
■ 赤城少年院
■ 榛名女子学院
■ 八街少年院
■ 多摩少年院
■ 東日本少年矯正医療・

 教育センター
■ 愛光女子学園
■ 久里浜少年院
■ 新潟少年学院
■ 有明高原寮
■ 駿府学園
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□ 岡山少年院
□ 広島少年院
□ 貴船原少女苑
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コレワークの雇用情報提供サービス
●全国の受刑者・少年院在院者の資格、職歴、出所・出院後に帰る場所などの情報を一括管理

●事業主の方の雇用ニーズにマッチする者を収容する刑事施設・少年院をご紹介

事業主

事業所所在地
ハローワーク

コレワーク 刑事施設・少年院

矯正施設所在地
 ハローワーク

応
募

手
続 受

刑
者
等

専
用
求
人

受刑者等の資格、
職歴等の情報

（相談例）
・フォークリフトの資格がある人
・帰る場所が東京の人

雇用情報の提供
（矯正施設等を紹介）

受
刑
者
等

専
用
求
人
の

申
込
み

情報提供

受刑者等専用求人で指定された施設へ、求人情報の提供

受刑者等専用求人とは？
・一般の求職者には非公開。
・特定の刑事施設・少年院を指定して
求人をすることができます。



ありがとうございました。
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網走刑務所二見ヶ岡農場
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